
 

 

 

 

 

登 録 番 号 5 

登 録 日 平成２０年 9 月１日 

名 称 公益社団法人川内市医師会（川内市医師会立市民病院） 

代表者職名・氏名 代表者 久留敏弘 

所 在 地 〒８９５－０００５ 

薩摩川内市永利町４１０７－７ 

電 話 ０９９６－２２－１１１１ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ http://www.sendaihp.jp/ 

業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 地域医療支援病院 救急告示病院 第二種感染症病棟 ２４時間二次救急医療 

共同利用施設 日本医療機能評価認定 他 

病床数 ２２４床（うち回復病棟４４床 第二種感染症病棟４床） 

診療科 循環器内科，消化器内科，呼吸器内科，神経内科，放射線科， 

    リハビリテーション科，外科，脳神経外科，整形外科，泌尿器科、 

麻酔科，心臓血管外科，リウマチ科，内分泌科 

附属設備 ２４時間院内保育所 定員６５名 保育士１２名 看護師１名 

職員宿舎 １0 室 

行 動 計 画 期 間 令和 4 年４月１日 ～ 令和 8 年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 

■子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇

用環境の整備 

目標 1）計画期間内に，育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 

    ・男性社員 … 取得者を 30％以上にする。 

目標２）令和 5 年 3 月までに、この看護休暇制度を拡充する（子の対象年齢・

の拡大、育児・介護休業法の規定を上回る日数付与、いわゆる「中抜

け」（就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中

に再び戻ること）で取得できる制度など）。 

〈対策〉 

・令和４年４月～ ・短期でも取得も可能である制度内容について，ポスター，

イントラネット等を利用し周知する。 

・令和５年 3 月～ ・制度の導入、イントラネットなどによる職員への周知 

                   

■働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 

目標３）年次有給休暇の取得日数を 1 人当たり平均年間 7 日以上とする。 

〈対策〉 

・令和４年４月～ 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する。 

・令和４年５月～  有給休暇取得予定表の掲示や取得状況の取りまとめなどに

よる取得促進のための取り組みの開始。 
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こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■短時間勤務制度 

 子が小学校２年生の始期に達するまで適用され，６時間または７時間勤務が 

 選択できる。 

■保育所 

 ２４時間保育所運営に加え，専任看護師を採用して隔離室を設置し病児保育 

 を実施している。 

 また，学校が夏休み等の間は，学童保育を行っている。 

■勤務 

子育て，介護などのため夜勤が出来ない職員に対して，希望により配置転換

や夜勤のない勤務を組むよう配慮している。 

■子の看護休暇 

 子が小学校に入学するまで，年５日の看護休暇が取得できる。 


